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新型コロナウイルス感染緊急事態宣言の解除とそれに伴う対応について 

 

 拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当施設ならびに介護サービ

スをご利用いただき有難く厚く御礼を申し上げます。 

 緊急事態制限中は、ご入所様の安全確保と感染防止を最重要と判断し、緊急を要しない

面会を中止し、ご家族様には大変ご迷惑とご不便をおかけしてまいりました。 

 

さて、新型コロナウイルス感染症の陽性者数も減少し、政府は５月２５日に緊急事態制限 

を解除しました。 

 しかしながら、完全終息となったわけではなく、引き続き慎重かつ確実な感染症対策の実

施の励行が求められていることは言うまでもありません。 

 

 今般の「緊急事態宣言の解除」を受けて、ご家族様も面会制限の解除を望まれているとご

推察いたしますが、当施設の当面の対応といたしましては、別紙「神奈川県高齢福祉課」の

指針「緊急やむを得ない場合を除き、原則として制限すること」（別紙①ご参照）に基づき、

引き続き「面会制限」を継続させていただきたく、お願いを申し上げる次第です。 

大変、心苦しいお願いですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  

 なお、今後の状況に応じて変更が生じた場合は、可及的速やかにご連絡申し上げます。 

 

 末筆になりますが、皆様におかれましては引き続きご支援・ご厚情を賜りますと共に 

くれぐれもご自愛いただきますよう心よりお祈り申し上げます。 
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